
 

全６回シリーズの講座も、８月の夏休みを挟み後半の第４回目を迎えた。 

前半３回で、介護保険の概要・仕組み等を包括的に学習した。そして今回は、地域医療・介護総合

的確保推進法と２０１４年６月に成立した介護保険法「改正」のポイントについて受講。更に、地

域包括ケアシステムのゆくえについて、引き続き原島清講師からご講義頂いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【夏休みで１ヶ月お休みの間に、すっかり髭の先生となられて熱弁を揮われた原島講師】 

 

 

 

社社会会福福祉祉学学講講座座  

いいざざ！！とといいうう時時にに困困ららなないいたためめのの、、介介護護保保険険ののこことと  

第 4 回 介護保険これからの動向 

地域包括ケアシステムはどのようになるのか？ 

 日時：９月６日（日）10：00am～ 

場所：鶴瀬公民館 第三集会室 

講師：原島清 氏 

(医療生協さいたま生活協同組合 ふじみ野ケアセンター所長) 

受講生:３４名(男性 19 名・女性１5 名) 



地域包括ケアシステム、５つの構成要素と「自助・互助・共助・公助」 

 

○高齢者の尊厳の保持と自立生活支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続す

ることができるような包括的な支援・サービス提供体制の模索を目指す。 

○地域包括ケアシステムにおける「５つの構成要素」 

 ①生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方が確保さ

れていることが地域包括ケアシステムの前提。高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた

住環境が必要。 

 ②心身の能力の低下、経済的理由、家族関係の変化などでも尊厳ある生活ができるよう生活支援

を行う。 

 ③生活支援には、食事の準備など、サービス化できる支援から、近隣住民の声かけや見守りなど

のインフォーマルな支援まで幅広く、担い手も多様。生活困窮者などには、福祉サービスとし

ての提供も。 

 ④個々人の抱える課題に合わせて「介護・リハビリテーション」「医療・看護」「保健・予防」が

専門職によって提供される。ケアマネジメントに基づき、必要に応じて生活支援と一体的に提

供。 

 ⑤単身・高齢諸のみ世帯が主流になる中で、在宅生活を選択することの意味を、本人・家族が理

解し、そのための心構えを持つことが重要。 

 

【上記に対する、厚労省研究会報告】 

  ＊２０２５年、単身・高齢者のみの世帯が主流、「仮に十分な介護サービスを利用し、地域社

会の支えが十分でも、従来のような常に誰かが家の中にいて急変時には救急車で病院に搬送

され、病院で亡くなるといった最期ばかりではなくなる」、「毎日、誰かが訪問してきて様子

は見ているが、翌日になったら、一人で亡くなっていたといった最期も珍しいことではなく

なる」、「常に家族に見守られながら亡くなるわけではないことを、それぞれの住民が理解し

たうえで在宅生活を選択する必要がある」。 

 

○「自助・互助・共助・公助」からみた地域包括ケアシステム  

 ①「公助」＝税による公の負担。 

  「共助」＝介護保険などのリスクを共有する仲間の負担。 

  「自助」＝自分のことを自分ですることに加え、市場サービスの購入も含まれる。 

  「互助」＝相互に支え合っているという意味で「共助」と共通点があるが、費用負担が制度的

に裏付けられていない自発的なもの。 

 ②２０２５年までは、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみ世帯がより一層増加。「自助」「互助」

の概念や求められる範囲、役割が新しい形に。 

 ③都市部では、強い「互助」を期待することが難しい一方、民間サービス市場が大きく、都市部

以外の地域は、民間市場が限定的だが「互助」役割が大。 

 ④少子高齢化や財政状況から、「共助」「公助」の果たす役割が大きくなることを意識した取組が

必要。 



 

 

２０２５年問題～団塊の世代がキーワード（元気な高齢者にも介護を担ってもらう） 

 

○ ２０２５年に６５歳以上の高齢者人口が３０％を超える。特に団塊の世代が７５歳以上の後期

高齢者になる。 

○ 団塊の世代をどう見るか？ 

多様な価値観と権利意識を持ち、戦後の経済成長の中で豊かな人生を送ってきた人たち 

⇒「新しい高齢者」と位置付ける。 

○ 特に都市部で高齢者が増加する。 

⇒埼玉県は増加率全国第一位 

⇒三郷市は四倍に増加する 

○ 介護費用７兆円が、２０２５年には２４兆円になる。 

大幅に給付水準の削減をし、持続可能な制度設計に 

【そこで考えたのが地域包括ケア】 

○ ３０分以内で駆けつけられる圏域を、地域包括ケアの圏域とする。 

○ 中学校単位が基本。 

○ ２４時間３６５日、切れ目ない医療・介護・福祉の一体的な提供が可能。 

○ 前提⇒自助・互助・共助・公助の役割分担がされていること。 

この仕組みが、地域包括ケアシステム。 

○ 入院から在宅へ、医療から介護へ、介護から市場・ボランティアへ 



先取りとしての診療報酬２０１４年改定 

 

○入院から在宅へ－「押し流し」の徹底 

  ～急性期・回復期・慢性期のあらゆるステージからも、医療機関は常に患者を自宅に帰すとい

う視点で診療にあたる仕組みを作った。 

○「７：１」看護 

～２年間で９万床削減？（現在の３９万床の４分の１） 

⇒要件に在宅復帰率（７５％以上）を新設した。 

○長期入院の是正 

  ～特定除外制度の見直し（９０日超入院患者） 

○地域包括ケア病棟 

  ～急性期後、回復期を担う病棟（算定期間、入院後６０日まで）在宅復帰率７０％以上 

○療養病棟 

  ～在宅復帰機能強化加算の新設（復帰率５０％、ベット回転率１０％以上） 

【政府が実際に推進しようとしている地域包括ケアの基本理念】 

1． 自助～自己責任（市場でのサービス調達も含む） 

2． 互助～住民主体の活動（地域の連帯責任、営利企業参入） 

3． 共助～社会保険（負担の見返りとしての給付） 

4． 公助～公費（対象限定、内容制限、選別主義⇒生活保護等） 

政府見解～順番を間違えないこと 

 



  

地域包括ケアシステムの実現（川下の改革） 

 

○病床機能再編の「受け皿」としての地域包括ケア（医療制度改革に取り組み） 

 ～施設や病院に頼らずに、最後まで在宅で 

 ～施設から住まいへ（在宅限界を高める） 

 ～２４時間の外付けサービス（介護・看護） 

○全国一律のシステムでなく、地域ごとの特性に応じて構成されるべきシステム 

○利用者数・介護施設等の２０１１年度から２０２５年度改革シナリオ 

 ～介護保険利用者      ４２６万人⇒６４１万人（  ＋５０％） 

 ～介護保険施設        ９２万人⇒１３１万人（  ＋４２％） 

   特養           ４８万人⇒ ７２万人 ( ＋５０％) 

   老健           ４４万人⇒ ５９万人 （ ＋３４％） 

 ～居住系サービス       ３１万人⇒ ６１万人 （ ＋９７％） 

   特定施設         １５万人⇒ ２４万人 （ ＋６０％） 

   グループホーム      １５万人⇒ ３７万人 （＋１４７％） 

 ～在宅介護         ３０４万人⇒４４９万人 （ ＋４８％） 

   うち小規模多機能      ５万人⇒ ４０万人 （＋７００％） 

   うち定期巡回随時対応訪問     ⇒ １５万人 



 

 

「応益負担」論理による、利用料の引き上げ～一定以上の所得者が対象 

 

○一定以上の所得者とは、年金収入が２８０万円以上（６５歳以上の、５人に１人が対象） 

○在宅サービスの利用料は、２倍に引き上げ 

○特養や老健も、利用料は数１千円から１万円以上の引き上げ 

○月額負担増事例（首都圏４級地在住Ｂ氏８３歳の場合）～要介護３/脳出血後遺症、片麻痺 

  ・通所リハ ２/週           １１，１２３円 

  ・訪問介護 １/週            ２，１４４円 

  ・訪問介護（ＰＴ）            ２，７３５円 

  ・福祉用具レンタル                 ５，５５０円 

  ・ショートスティ ４日/月        ４，０６３円 

    保険分の小計            ２５，６１５円 

  ・ショートスティ、通所の食事、居住費 １７，８５０円 

     現在の負担額             ４３，４６５円 

    ２割負担になると           ６９，０８０円 

   負担増                ２５，６１５円（５９％増） 

 

 



 

 

介護保険法２０１４年「改正」＝４つの切り捨て 

 

1． 予防給付の見直し 

～予防給付発、市町村事業行き。新たな振り分けシステム。専門職のサービスをボランティア

に移し替え 

2． 一定以上所得者の利用料を２割に引き上げ 

～厚労省見解⇒可処分所得３０７万円－消費支出２４７万円＝６０万円となり負担増に耐え

られる 

   実態経済例⇒可処分所得３０７万円－消費支出３４２万円＝ﾏｲﾅｽ３５万円であり、引き上げ

の論拠は既に破たん！ 

3． 特養の機能の重点化 

～要介護１及び２は、基本お断り（待機者１７万人はどうなる） 

4． 補足給付の要件厳格化 

～低所得者を施設から締め出し、待機者にすらなれない 

 

最後に講師から政府は、「とにかく２０２５年団塊の世代が７５歳の後期高齢者を迎える前に、医

療費抑制のスタイル、つまり施設から在宅介護に舵を切る」ことを標榜している。 

皆さんはこれに負けないよう「健康寿命」を伸ばすべく、日々努力しましょうと結ばれた。 

【文責：秋山孝昭】 


